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情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会（第８３回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

平成２９年１２月２２日（金）１３時５６分～１４時４８分 

於・総務省 第１特別会議室（８階） 

 

第２ 出席した委員（敬称略） 

新美 育文（部会長）、川濵 昇（部会長代理）、大谷 和子、佐藤 治正、

藤井 威生、三友 仁志、山下 東子、吉田 裕美子 

 

第３ 出席した専門委員（敬称略） 

   相田 仁 

 

第４ 出席した関係職員等 

渡辺総合通信基盤局長、古市電気通信事業部長、 

小笠原総合通信基盤局総務課長、竹村事業政策課長、松井市場評価企画官、

藤野料金サービス課長、大塚料金サービス課企画官、 

大磯料金サービス課課長補佐 

 

第５ 議題 

（１）答申事項 

電気通信事業法施行規則等の一部改正（第一種指定電気通信設備との円滑な

接続の確保等のための接続ルールの整備）について【諮問第３０９６号】 

（２）諮問事項 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通

信設備に関する接続約款の変更の認可（次世代ネットワークにおける網終

端装置の増設メニューの追加）について【諮問第３０９９号】 
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開  会 

 

○新美部会長  ただいまから、情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会

第８３回を開催いたします。 

 本日部会には、委員８名全員が出席されておりますので、定足数は満たされて

おります。 

 

議  題 

 

（１）答申事項 

電気通信事業法施行規則等の一部改正（第一種指定電気通信設備との円滑な

接続の確保等のための接続ルールの整備）について【諮問第３０９６号】 

 

○新美部会長  それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいり

たいと存じます。 

 本日の議題は、そこにも記されておりますように、答申事項１件、諮問事項１

件でございます。 

 では、まず、答申事項であります諮問第３０９６号、電気通信事業法施行規則

等の一部改正（第一種指定電気通信設備との円滑な接続の確保等のための接続ル

ールの整備）について審議をいたします。 

 本件は、必要的諮問事項である第一種指定電気通信設備との接続に係る事項と

必要的諮問事項以外の事項から構成されておりますが、これら全体について、９

月３０日から１０月３０日まで意見招請を総務省において実施いたしまして、第

一種指定電気通信設備との接続に係る事項については、その後の２回目の意見招

請を総務省において実施をしております。 

 その後、それらの結果を踏まえまして、１２月５日開催の接続委員会において

調査・検討を行っていただいたところでございます。本日は、接続委員会の主査

であります相田専門委員から、委員会での検討結果についてご報告をいただきた

いと存じます。 

 それでは、相田専門委員、よろしくお願いいたします。 
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○相田専門委員  それでは、電気通信事業法施行規則等の一部改正につきまして、

接続委員会における調査・検討の結果をご報告させていただきます。資料８３－

１をご覧ください。 

 本件の概要につきましては、４８ページ目以降に具体的な記載がございますが、

接続ルールの一層の改善を図るため、第一種指定電気通信設備の範囲、接続機能、

及び接続約款の記載事項等に関する関係省令等の規定を見直すこととして、改正

省令案及び改正告示案が作成されたものでございます。 

 本改正案につきましては、先ほど部会長からございましたように、９月３０日

から１０月３０日まで意見募集、１１月２日から１１月１５日まで再意見募集を

行い、寄せられた意見及び再意見を踏まえまして、１２月５日に開催した接続委

員会におきまして、本改正案及び提出された意見等に対する考え方について検討

を行い、委員会としての考え方の整理を行ったところでございます。 

 当委員会といたしましては、１ページ目にございます報告書の１に示しました

とおり、電気通信事業法施行規則等の一部改正については、審議及び意見募集に

よる提出意見を踏まえ、第一種指定電気通信設備接続料規則の一部改正案及び第

一種指定電気通信設備接続会計規則の一部改正案のそれぞれ一部について、報告

書別添１のとおり修正した上で制定することが適当と認められるというご報告を

させていただきたいと思います。 

 修正の内容につきましては２ページ目からの別添１、それから、提出された意

見及びその考え方につきましては、隅のほうのページの４ページ目からの別添２

に取りまとめてございますけれども、その具体的な内容につきましては総務省か

らご説明いただけるということですので、よろしくお願いいたします。 

○新美部会長  それでは、総務省から説明をお願いできますか。 

○藤野料金サービス課長  総務省料金サービス課の藤野でございます。ただいま

相田専門委員からご報告がございました件について、ご説明させていただきます。 

 資料８３－１は、右下に通しのページを振ってございます。このページで申し

上げますと、１ページ目に記１及び記２とございまして、記１が、相田専門委員

からございましたように本改正案の修正点に関するものでございます。記２が、

意見募集結果でございまして、別添２のとおりとなってございます。別添２は、

通しのページの４ページからでございますので、４ページ以降について、ご説明
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をさせていただきたいと思います。 

 まず、４ページから表になってございまして、左が意見、真ん中が再意見、一

番右が考え方でございますが、順番にご説明させていただきたいと思います。 

 まず、最初の意見１及び再意見１でございますが、こちらは第一種指定電気通

信設備の範囲についてでございます。まず、一番左側に意見としまして、これは

ＮＴＴ東日本・西日本からのご意見で、同社の以前からのご主張ですが、ＮＧＮ

は第一種指定電気通信設備の規制の対象外にしていただきたいというご意見でご

ざいます。アクセス回線のアンバンドル等が行われているため、ＮＧＮは、ボト

ルネック性はないのではないかというご主張でございます。 

 これに対する真ん中の再意見、こちらはＫＤＤＩ、ソフトバンク等からのご意

見でございますが、ＮＧＮは引き続き第一種指定電気通信設備であるべきである

というご意見でございます。 

 一番右側は、接続委員会でまとめいただきました考え方でございますが、その

１番でございます。最初の丸でございますけれども、この件は、情報通信審議会

におけるＰＳＴＮマイグレーションの審議の中でもご議論いただき、その中でＮ

ＧＮの重要性・基幹性が非常に強まっていくというご指摘をされているところを

ご紹介してございます。２つ目の丸でございますけれども、平成１２年以降、ダ

ークファイバ等のアクセス回線のアンバンドルが行われたということは事実でご

ざいますが、アクセス回線に直接接続することのみにより、ＮＧＮの利用者から

の発着信を各電気通信事業者がカバーするということは非現実的であり、アクセ

ス回線の開放をもって、コア網について接続ルールが不要だということにならな

いということを申し上げてございます。その結論としては、２ページ目、第一種

指定電気通信設備として改めて捉えるとともに、従来の接続ルールがあってすら、

十分円滑な接続が行われてきたとは言い難いため、接続ルールの改善も必要だと

いう旨をまとめていただいてございます。 

 続きまして、意見２、通しページでいいますと７ページをご覧いただきたいと

思います。意見２、それから続く意見３は、第一種指定電気通信設備には当たら

ない県間通信用の設備に関するものでございます。 

 まず、一番左側の意見２です。第一種指定電気通信設備との接続において一体

的に利用される県間通信用設備との接続について、その手続について接続約款記
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載事項とする本改正案について賛成というご意見でございます。 

 真ん中の再意見２は、これについて賛成意見等が記載されてございます。 

 これに対する考え方２です。一番右側、最初の丸でございますが、第一種指定

電気通信設備との接続において一体的に利用される県間通信用設備の接続料が非

常に重要な事項の一つであるということを書いてございます。次のページですけ

れども、県間接続料の水準につきましては、各事業者間での協議が行われている

ものの、総務省の検証を求める当事者もいることから、今後は総務省においても、

関係当事者の意見を聴きつつ、これについての検証を行うことが必要であるとい

うことを述べてございます。次の丸でございますけれども、この金額については、

現在すぐに約款記載事項とするのではなく、その必要があるかどうかについての

検証を総務省において行う必要があるということを述べております。最後の丸で

ございますが、これ以外の非第一種指定電気通信設備についても円滑な接続が進

まないということがあれば、さらに検討する必要があるということで、主として

は県間通信用設備の接続料に関することを考え方２としてまとめているというこ

とでございます。 

 続きまして、通しページでは１１ページの意見３でございます。ＮＴＴ東日

本・西日本からのご意見でございまして、今回の改正案では、県間通信用設備自

体を第一種指定電気通信設備とはしていないわけでございますけれども、その第

一種指定電気通信設備としていないことについて適切であるということをＮＴＴ

東日本・西日本が述べてございます。 

 真ん中の再意見３は、ソフトバンク等からのご意見でございまして、県間通信

用設備についてもルールが必要であるということを述べておられます。 

 一番右側がこれに対する考え方３でございますけれども、県間通信用設備につ

いて第一種指定電気通信設備としての不可欠性があるかということについては、

また検証が必要であるということで、今般のルールについてご紹介していますけ

れども、第一種指定電気通信設備との接続に必要であるために、この県間通信用

設備に関する接続の手続等については接続約款記載事項としたわけですが、接続

料の水準については、先ほど申し上げましたように、さらに検証を行っていく必

要があるという旨をまとめていただいてございます。 

 続きまして、通しページの１３ページをご覧いただきたいと思います。意見４、
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それから意見５とありますけれども、こちらはインターネット接続に使うための

設備の増設に関するものでございます。これは、トラヒックが非常に増えている

ということで、その設備の増設が円滑に行われていく必要があるということで、

その増設基準について接続約款記載事項としたということを受けたものでござい

ます。 

 一番左側の意見４でございますけれども、この省令の改正案について賛成であ

る、あるいは、これにより協議をまた行っていくというご意見が出てございます。 

 真ん中はＮＴＴ東日本・西日本、ＫＤＤＩ等からの再意見４でございますけれ

ども、これについて適切に協議をしていくという旨のコメントがございます。 

 一番右側の考え方４でございます。ＮＴＴ東日本・西日本において、この増設

の基準は自ら設けているところですけれども、これを新しいルールに沿って明示

していくことが必要であるということを述べてございます。それから、この増設

に関しては、「接続料の算定に関する研究会」で今議論を行っていただいておりま

すので、そちらでの検証が適当であるという旨をまとめていただいてございます。 

 それから、通しページの１７ページをご覧いただきたいと思います。こちらは、

網終端装置と言っていますけれども、インターネット接続をするための関門のと

ころに当たるルータに関するものでございまして、こちらの情報開示等について

円滑に行われる必要がある、あるいは、増設の基準についても見直しをこれから

行っていく必要があるという旨の意見・再意見が出ているものでございます。 

 一番右側に考え方５としてまとめてございます。情報開示の充実、設備の増設

について、今までＮＴＴ東日本・西日本において自主的な改善が行われていると

いうことは評価していいのではないかということを述べてございます。それに加

えて、この増設の基準については、円滑なインターネット接続が可能となるとい

うことを旨として設定されるべきであると書いていただいてございます。 

 続きまして、通しページの２０ページに飛んでいただきたいと思います。意見

６、その次の意見７と続きまして、技術的な理由又は空間の制約によりコロケー

ションが困難な場合の代替措置に関して、本改正案によってルールを設定してい

るというものでございます。 

 意見６、ＫＤＤＩからのご意見でございますが、コロケーションの代替措置と

して考えられるものとして、ＮＴＴ東日本・西日本の設備を設置する場合と、そ
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れからＫＤＤＩの設備をＮＴＴ東日本・西日本のスペースに設置する場合がござ

いますけれども、ＫＤＤＩの意見では、ＮＴＴ東日本・西日本設備を設置する場

合のみが接続約款記載事項となるのであろうかと書いてございます。こちらはＫ

ＤＤＩの誤解によるものでございますので、これはどういった内容なのかという

ことを考え方にまとめてございます。 

 具体的には、本規定は、①他事業者の装置、例えばこの場合はＫＤＤＩの設備、

それから②は、ＮＴＴ東日本・西日本の設備の設置という内容であるわけでござ

いますが、前者のＫＤＤＩの設備を設置するような場合についての記載は、いず

れにしても接続約款に必須的に行われると書いてございまして、ＫＤＤＩの誤解

について懸念を払拭するような内容で答えてございます。 

 続きまして、２１ページもコロケーション代替措置についてのご意見です。意

見７、これはＮＴＴ東日本・西日本からのご意見でございます。コロケーション

代替措置について、ＮＴＴ東日本・西日本設置架の空き棚に他事業者装置を設置

することを可能とする手続を接続約款に定める考えということで、前向きに対応

していくという旨のご意見をいただいてございます。 

 これに関しましてＫＤＤＩ等からの再意見がございます。これは、上記の代替

措置だけでなく、必要に応じて、それ以外の代替措置についても手続を定める必

要があるという旨のご意見がございます。 

 右側の考え方７としましては、そういった様々な代替措置がある場合について

は、他事業者からの要望に応じて検討が行われることが必要であるという形で、

このＫＤＤＩ等からのご意見を受けた形のまとめ方をしてございます。 

 続きまして、通しページの２２ページをご覧いただきたいと思います。意見８、

９、１０と３つ続けまして、ＮＴＴ東日本・西日本のネットワーク管理方針に関

するものでございます。これは、優先パケットを伝送する機能が開放されている

ときに、優先パケットをＮＴＴ東日本・西日本においてどのように管理していく

かということをＮＴＴ東日本・西日本において接続約款に定めるということをま

とめた改正案に関するものでございます。 

 意見８は、ネットワーク管理方針の設定等に関しまして、接続事業者に求めら

れる情報の提供に関するものでございます。基本的にそういった内容について賛

同の意見、それから、真ん中の再意見８でございますけれども、必要のない情報
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をＮＴＴ東日本・西日本側から求めないようにしてほしいという旨の意見がござ

いました。 

 こちらに対する考え方８でございます。この手続については接続約款に記載す

るのですが、不要な情報が求められる情報の中に含まれないようにする必要があ

るということでまとめてございます。 

 続きまして２３ページ、これもネットワーク管理方針の関係でございます。意

見９、こちらはＮＴＴ東日本・西日本からのご意見でございます。このネットワ

ーク管理方針については、柔軟かつ機動的な見直しを行っていくという旨のご意

見をいただいてございます。 

 こちらに対する考え方９です。様々な動向を踏まえ、柔軟に見直しを行ってい

くということは必要になる場面はあるかもしれないけれども、その場合において

も一定のことを守っていかなくてはいけないということで、各社のご意見をいた

だきながら、接続約款変更の手続においてそれを行う必要があるというまとめ方

をしてございます。 

 続きまして通しページの２４ページで意見１０でございます。個人からのご意

見でございますけれども、ネットワーク管理方針について、これを接続約款記載

事項とすることで、このご意見の５行目にございますが、透明性の確保がなされ

るということを特に重視されておられて、その点でこれは非常にいいルールであ

るというご意見です。ただしと続いて、２段落目からございますけれども、通信

の秘密あるいは差別的取り扱いの禁止は電気通信事業法第４条、第６条で既に規

定されており、それに加えてこのルールが必要なのであろうかという問題提起を

なされた意見でございます。 

 これに対する考え方１０、最初の丸でございます。ネットワーク管理方針を接

続約款記載事項とすることの意義について、まとめてございます。具体的には、

２行目からでございますが、ネットワーク管理方針の透明性を確保すること、こ

れも重要でございますが、これにとどまらず、接続約款は事業者間の契約内容自

体を構成するものでございますので、その履行の担保をこれで行うという意味が

あるという意義について説明してございます。さらに次の丸、そういった性質に

照らすと、本改正案におけるネットワーク管理方針の規律化でございますけれど

も、これはあらかじめそういったものを明らかにすることに意味があるというこ
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とでございまして、事後措置で担保されている電気通信事業法第４条、第６条の

規定では担保できないものをここで規定しているということを説明してございま

す。 

 以上が電気通信事業法施行規則の改正についてでございます。 

通しページの２６ページからは第一種指定電気通信設備接続料規則の改正に関

するものでございます。意見１１、１２、１３と続きますが、これはＮＧＮのア

ンバンドルに関するものでございます。まず、意見１１は、接続料の設定単位と

しては、少なくとも音声の接続については通信回数や通信時間（秒）で設定すべ

きというご意見でございます。これは音声の通話に関するものでございますので、

基本はそのような形になるのかなと思いますけれども、これについての賛同の再

意見１１がございました。 

 一番右側の欄の考え方１１でございます。各意見にあるとおり、通信回数ある

いは通信時間の単位で現在接続料が設定されているものについては、引き続き当

該単位による接続料設定が行われることが適当であるとしてございます。これが

今回の省令改正によって変わるものではないという旨を記載してございます。 

 続きまして、通しページの３０ページの意見１２でございます。こちらはＮＴ

Ｔ東日本・西日本からのご意見で、今回の省令改正において、ＮＧＮのアンバン

ドルメニューについての見直しを行った部分について、引き続き現行の接続機能

にあるような形態、つまりは垂直統合的な形でしか利用できない旨を接続約款に

規定する必要があるのではないかというご意見でございました。 

 これに対する反論が、真ん中の再意見１２でございますけれども、ＫＤＤＩ等

からの再意見でございます。 

 これらに対する考え方１２ですが、アンバンドルされた機能をどのように組み

合わせを行ってこれを使うか、これは接続事業者側の判断が基本になるものであ

るということで、これを制約するようにはしないでほしいという旨をまとめてご

ざいます。機能の組み合わせが、一番使い勝手が良いものを例示することはある

かもしれませんが、これ以外の選択肢はありませんとすることは不適当ではない

かということでございます。 

 続きまして、３４ページをご覧いただきたいと思います。ＮＧＮ経由でインタ

ーネット接続をする１つの方式としてＩＰｏＥ接続というものがございますけれ
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ども、このために必要となるゲートウェイルータという設備がございます。直接

に接続する事業者と接続する設備として設定されているものがございますが、こ

の料金の支払いに関してのものでございます。 

 ＮＴＴ東日本・西日本からのご意見で、ＩＰｏＥ接続のゲートウェイルータの

費用については、接続をする当事者が個別負担をすべき設備である、個別負担を

するという意味は、この設備を仮に使わなくなっても、その後も費用負担をする

という形でのコミットが求められるということをここでおっしゃってございます。 

 こちらに関しまして、真ん中の再意見１３でございます。既存のＩＰｏＥ接続

事業者の方々からは、現在の個別負担という形についてのＮＴＴ東日本・西日本

の意見に賛成するご意見が出てございます。それから、３５ページの下側から３

６ページにかけては、既存のＩＰｏＥ接続事業者でないＩＳＰ事業者からのご意

見です。こちらは、そういった利用が終わった後もコミットしなきゃならないと

いうのではなくて、利用見合いで費用負担をするような形についてのご意見を出

されたものでございます。 

 こちらについては、お手元に別途配付させていただきました資料がございます

けども、これは本日午前中に総務省において開催した「接続料の算定に関する研

究会（第１０回）」で、既存のＩＰｏＥ接続事業者から出たご意見でございますが、

ご参考までに配付させていただいてございます。意見内容は、本意見募集で出た

ものと内容は同じでございまして、個別負担を維持すべきであるというご意見で

ございました。 

 これに対しての考え方１３として、通しページの３４ページの一番右側でまと

めてございます。網使用料として利用見合いで負担するか、網改造料として接続

事業者が利用後についてもコミットするかについては、これまでいろいろ議論が

あったものでございますけれども、基本的な接続機能として持っているものであ

るべきかどうかということでこれまで判断されてきたものでございます。ＩＰｏ

Ｅ接続については、現在既に６社、これからも増える見込みもあるという形で、

個別の事業者で負担することが適当という状況にはなってないのではないかとい

うことを念頭にまとめたものでございます。 

 ＮＧＮからインターネット接続する形態は、ＮＧＮの利用形態としても基本的

なものであるということで、この機能についても、多数の事業者から接続が行わ
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れているという現状から見ても、原則としては基本的な機能として利用見合いの

網使用料で接続料を設定することが適当であるということで最初の丸にまとめて

ございます。ただし、これまでの経緯で違う形態で料金の支払いをやってきた事

業者がいらっしゃいますので、ただし書きとして、基本機能として位置付けた場

合には、この利用中止に際しての費用負担方法がこれまでとは扱いが異なること

になるため、既存事業者の保護等の観点からの経過的な措置が必要な場合が想定

できるとまとめてございます。 

 その上で、次の３５ページでございますけれども、このため、総務省で作成し

た省令改正案では、網使用料のほかに網改造料として個別負担のエッジルータも

設定できるような形の省令改正になってございましたけれども、これを改める必

要があるということでございます。具体的には、エッジルータ交換機能と呼んで

いますけれども、これについては、基本的な接続機能として位置付けます。ただ

し、対象となるエッジルータの一部については、当面の経過措置が必要であると

いうことで、そういった附則の規定を設けることが適当であるため、原案を修正

することを求める意見となってございます。具体的な条文については後ほどご覧

いただこうと思います。 

 続きまして、通しページの３７ページをご覧いただきたいと思います。ここか

ら意見１４、１５とございますが、こちらは、いわゆるスタックテストと申しま

して、ＮＴＴ東日本・西日本の設定する接続料とＮＴＴ東日本・西日本の小売り

料金との関係において、水準が非常に近接する、あるいは逆転している、つまり

小売り料金のほうが安いということであると、価格圧搾のおそれが出てくるとい

うことで、これを検証するルールとしてのスタックテストについてのものでござ

います。 

 意見１４では、基本的に賛成する意見等がございまして、再意見１４では、利

用者料金と接続料が近接あるいは逆転している場合に、接続料は最低水準であれ

ばいいという省令の改正案がございますけれども、この部分について、最低水準

に設定することはコスト回収できなくなるのではないかということを懸念される

ようなＮＴＴ東日本・西日本のご意見がございました。 

 こちらに対する考え方１４では、こういったご懸念については、ご懸念には及

ばないという内容をまとめているものでございます。最初の丸で現行のスタック
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テストについての内容をご紹介しています。現行のスタックテストガイドライン

の下では、結果として、接続料は適正原価・適正利潤の水準を下回る水準まで引

き下げることも想定されているようなルールになっているということをご紹介し

ています。３８ページの次の丸でございますが、今回の省令改正案は、そうでは

なくて、原価割れにならないようにしましょうというものですということをご説

明しています。接続料を適正原価・適正利潤を下回るものにしましょうというこ

とではございませんということでございます。次の丸でございますけれども、本

改正規定の運用については、現在総務省で意見募集を行っております「接続料と

利用者料金の関係の検証に関する指針」を踏まえて行われるということになりま

すが、これについては、適切な対応を求めるということをここで書いてございま

す。 

 続きまして、通しページの４０ページをご覧いただきたいと思います。こちら

もスタックテストに関するものでございます。 

 意見１５として、ＮＴＴ東日本・西日本からのご意見でございます。こちらは、

新スタックテストの結果によっては、原価割れをしない限度の最低水準まで接続

料を下げなければいけないということがあり得るわけですけれども、この場合に、

自己資本利益率を調整する、あるいは、それを下げるということを選択すること

は考えていないというご意見をなさっています。これについては、それはおかし

いのではないかという反論の再意見がソフトバンクからございます。 

 右欄の考え方１５でございますが、自己資本利益率のルールに関しましては、

現在の省令では上限値を定めまして、この上限値がある中で合理的な値にすると

いうルールになってございます。つまり、どのような場合にも上限値を採らなけ

ればならないとする理由はないということで、価格圧搾による不当な競争を引き

起こすものとなる場合には、合理的な範囲内で設定してくださいということを申

し上げておりまして、そういったことで原価を割るものではないということです

が、これは「接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針」が策定された暁に

は、それに沿って適正に運用される必要があるとまとめてございます。 

 続きまして、通しページの４１ページをご覧いただきたいと思います。第一種

指定電気通信設備の範囲は、省令での基本的な考え方を受けて、最終的には告示

で定めるとなってございます。その告示の改正案についてのご意見でございまし
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て、これはＮＴＴ東日本・西日本からのご意見でございます。今般の改正案では、

ＤＳＬに使われるＤＳＬＡＭの装置が除かれていますが、この部分に賛同するご

意見がＮＴＴ東日本・西日本から出てございます。 

 これに対して考え方１６でございますけれども、こういったルールの適用が要

らないような設備については、このルールの見直しの機会を捉えて第一種指定電

気通信設備から除外していきましょうということを言ってございます。ＮＴＴ東

日本・西日本からは、現在、接続事業者が使っていない設備というのを除外する

必要があるというご意見がございますけれども、現在、たまたま使っていないか

らというだけで、指定設備の範囲にならないということにはならないという考え

方を返してございます。 

 続きまして、諮問対象のところは以上でございますけれども、諮問対象外の告

示についてもご意見がございましたので、こちらについて、ご意見とそれに対す

る総務省の考え方をご紹介したいと思います。通しページの４２ページでござい

ます。これは、接続に関する情報開示を求める告示に関するものでございます。 

 意見はどちらもＮＴＴ東日本・西日本からでございまして、まず、意見１７か

らご紹介させていただきます。こちらは、情報開示について対応していきますと

いう積極的なご意見でございます。これについて、その対応について期待する旨

の考え方をまとめてございます。 

 次に、意見１８でございますが、こちらは、いわゆる４年前ルールと言ってい

ますが、メタル回線を撤去して光ファイバ化していく場合についての関係のもの

でございます。こちらについて、従来から行政指導がありまして、メタルの撤去

の４年前には、そのメタルを使っているＤＳＬ事業者にこれを周知してください

ということをやってございました。これは、当時の指導文書では、ＤＳＬ事業者

に対してだけの通知を指していたものでございますけれども、メタルの回線は、

実際にはこれによって電話を行う事業者などもございますので、そういったもの

に対象を広げた形で告示に規定したというものでございます。こちらについての

ＮＴＴ東日本・西日本からのご意見でございますが、メタルの回線の撤去につい

て、情報通信市場というのは技術の進展、競争環境の変化、設備の陳腐化等が著

しいため、必ず４年前でなければならないということは適当ではないのではない

かというご意見でございました。 
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 これに対する考え方でございます。これは、本当にそういったことでメタル回

線の撤去を早くするということで取り組まれるのであれば、その場合は光への移

行については円滑に実施していただく必要がありますので、その場合にまで４年

前でなくてはならないということにはしていませんということで返してございま

す。 

 以上が、意見募集結果と、それに対して、接続委員会でまとめていただきまし

た考え方でございます。これを受けまして、どういった報告になっているかとい

うことでございますが、通しページの１ページに戻っていただきたいと思います。

冒頭申し上げましたように、記１というのが最初の諮問された省令改正案につい

ての修正を求めるものでございます。ここで求めている修正の内容をご紹介しよ

うと思います。 

 通しページの２ページ目、別添１と書いてございます。修正が２点ございます。

１点目は、省令で使われている用語に関するものでございました。各事業者と直

接繋がっているところにあるルータについて、本改正案ではエッジルータと規定

していたわけでございますが、それよりも、各事業者網との間でゲートウェイを

通っていくという意味合いで、関門系ルータという名称のほうが適当ではないか

というご指摘がございました。これを受けまして、そこを修正するということで

ございます。 

 もう１点の修正が次の３ページでございます。こちらにつきましては、先ほど

少し触れましたＩＰｏＥ接続に関するものですね、そこで使われる関門系ルータ

についての修正でございます。基本的な機能、網使用料の対象として、本則で定

めた上で、この３ページ目で記載しておりますとおり、附則の第６項として利用

中止時に関する規定を設けてくださいということを言っております。具体的には、

ＮＴＴ東日本・西日本は、当分の間、総務大臣の許可を受けて、利用を停止した

事業者に費用負担を求めることができるように、つまり、現行のやり方をとるこ

とができるようにするという経過規定を設けるというものでございます。こちら

の考え方の背景については、先ほどの考え方のところでご説明したとおりでござ

います。 

 以上が、接続委員会からいただいている報告書の内容でございます。 

○新美部会長  ご説明ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、
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ご意見、ご質問ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○藤井委員  ＮＧＮの機能の見直しに関して、今回のいただいた意見にも値段の

単位が変わるのではないかという懸念があったと思いますが、見直しに伴う接続

料金へのインパクトという意味では、今までどおりと変更はあまりないと考えて

よろしいでしょうか。 

○藤野料金サービス課長  今回の見直しは、基本的に接続料の単位について変更

しなくてはいけなくなるものではございません。費用の配賦の仕方が変わります。

通しページの５４ページをご覧いただければと思います。図がございまして、左

側が現行、右側が改正案による機能という形で書いてございます。一番下のとこ

ろがエンドユーザー、一番上のところがこのネットワークと接続する他事業者に

なってございます。現行の機能はＩＧＳ接続機能、中継局接続機能という形で、

縦に割るような形で機能の設定をされていまして、この機能の間で費用の配賦に

ついて傾斜配分がされていました。したがって、ここでの問題意識は、同じ設備

を同じように使っても、事業者によって費用負担が変わるということでございま

した。 

 これを解消しようということで右側になっているわけでございますけれども、

本改正案の機能の設定の仕方は、例えば、収容ルータなら収容ルータで全部統一

的に同一の機能として設定します。それから、中継ルータ及びその関連の伝送路

についても、統一的に一般中継系ルータ交換伝送機能という名称で設定されます。

つまり、接続料の水準として、同じ設備を同じように使った場合に、同じような

料金が出てくるというふうなものに変えたということでございます。そちらにお

いて影響があるということでございます。 

○新美部会長  よろしいでしょうか。 

○藤井委員  はい、わかりました。ありがとうございます。 

○新美部会長  ほかにご質問、ご意見ございましたら、お願いします。 

○吉田委員  通しの１３ページ、再意見４のところで、宣伝のことですが、１Ｇ

ｂｐｓを約２,０００人から１万人に共用させる状態を続け、そのことを利用者に

積極的に公開しなかった。その妥当性を検証する必要という意見があり、今、世

の中にインターネットの利用状況というのが増える中、多くの人がこういった宣

伝のことで契約して利用していったら、今後増大するため、通信速度が遅延する



 16 / 19 
 

のではないかと、不安を感じました。 

○新美部会長  それはコメントということでよろしいでしょうか。 

○吉田委員  はい、コメントで結構です。 

○新美部会長  ありがとうございます。それでは、事務局から何かございますか。 

○藤野料金サービス課長  今いただいたご意見について、これも、「接続料の算定

に関する研究会」でも問題意識がいろいろ述べられたところでございまして、こ

れに対してＮＴＴ東日本・西日本からのお考えも示されたわけでございます。Ｎ

ＴＴ東日本・西日本の方においても、こういった状況を解消しようということで

取り組んでいただきまして、具体的には、トラヒックが増えているので設備の増

設をしてほしいというＩＳＰからの要望があれば、こちらは受けて増設をします

ということで、これを受けた接続約款の変更について既に認可申請されてござい

まして、これについて後ほど諮問をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○新美部会長  よろしいでしょうか。ほかにご意見等ございましたらお願いしま

す。特にご意見、ほかにはございませんようですので、諮問第３０９６号につき

ましては、お手元の答申案のとおり答申したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○新美部会長  ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することとい

たします。 

 

（２）諮問事項 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設

備に関する接続約款の変更の認可（次世代ネットワークにおける網終端装置の

増設メニューの追加）について【諮問第３０９９号】 

 

○新美部会長  それでは、続きまして、諮問事項に移りたいと思います。諮問第

３０９９号、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定

電気通信設備に関する接続約款の変更の認可（次世代ネットワークにおける網終

端装置の増設メニューの追加）につきまして、総務省から説明をお願いいたしま

す。 
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○藤野料金サービス課長  今度は資料８３－２でご説明させていただこうと思い

ます。 

 表紙をめくっていただきますと、まず、諮問書の写しがございますが、その後

に申請概要がございます。ＮＴＴ東日本・西日本から、１２月１８日に認可申請

があったものでございます。こちらの内容について、その次のページ以降でご紹

介させていただこうと思います。 

 本件は、インターネット接続のトラヒックが非常に増えているということを受

けて、そのトラヒックの増加に対する設備対応について手当をしようというもの

でございます。主な変更内容となっているところの下のほうにグラフが書いてご

ざいます。これはトラヒック増の状況ですが、毎年１.４倍～１.５倍のペースで

トラヒックが増えています。左側は総トラヒックでございますけれども、その次

のページの上のほうに、関門系ルータにおける実績トラヒックのトレンドを書い

ております。左側はＮＴＴ西日本、右側はＮＴＴ東日本ですが、網終端装置を使

うＰＰＰｏＥ接続について、かなりのペースでトラヒックが増加しているという

ことが見てとれるかと思います。 

 元のページに戻っていただきまして、変更の経緯と書いてございます。２段落

目でございますけれども、トラヒックが年間１.４～１.５倍の速度で増加してい

るという中で、ＮＧＮの関門系ルータの増強が必要になってきているということ

でございますけれども、このＰＰＰｏＥ方式に関しましては、この増設がＮＴＴ

東日本・西日本の判断において、その基準において行われているということでご

ざいました。こちらに関しましては、インターネット接続事業者、ＩＳＰからは、

トラヒックの急増に対して増設が追いついていないのではないかという指摘がご

ざいました。これについて、新しいメニューを設定することで対応しようという

のがＮＴＴ東日本・西日本からの認可申請の内容でございます。 

 その次のページ、変更の概要と書いてございます。真ん中よりやや下にネット

ワーク図がございますけれども、こちらをご覧いただきたいと思います。ＰＰＰ

ｏＥ方式については、網終端装置が真ん中にございまして、緑色のＩＳＰ事業者

につながるようになってございます。現在、この網終端装置の既存メニューは、

ＮＴＴ東日本・西日本の判断で増設をするということで、おそらくＩＳＰ事業者

の要望に応えられない場合があったのだろうと思います。そちらのメニューにつ
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いても増設の基準をＮＴＴ東日本・西日本において適切に設定し、インターネッ

ト接続ができるようにしていくということでございますが、これに加えて、さら

にＩＳＰからもっと増やしてほしいという要望があった場合に、右側の赤のとこ

ろで書いてございますけれども、網終端装置を接続事業者の全額費用負担によっ

て増設するメニューを新メニューとして設けることで、その要望に応えようとい

うことでございます。 

 この新メニューでございますけれども、１Ｇｂｐｓの対応が１台でなされるわ

けですけれども、これを約９万円程度で対応をするというものでございますので、

非常に大きな料金負担になるというメニューではないと思われます。こういった

対応するということでトラヒックの増加のトレンドに遅れないで設備対応を行っ

ていけるようにしようというものでございます。 

 これについて今回必要な接続約款の手当をしたということで、認可申請があっ

たものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○新美部会長  ご説明ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につ

きまして、ご意見、ご質問ございましたら、どうぞご発言お願いします。 

○藤井委員  今回、網終端装置を、ＩＳＰ側から要求をもって、導入できるとい

うことになるかと思いますが、そのときの料金は約款に記載されて、適切な代金

で提供されると考えてよろしいでしょうか。 

○藤野料金サービス課長  こちらについては、料金の設定の考え方ですね、コス

トベースでやるというふうなことを接続約款に記載することになるものでござい

まして、非常に厳密なことを申しますと、設備によって料金は変わり得ます。原

価コストにより変わりますけれども、しかし、先ほど申し上げましたように、お

およそ１台当たり９万円というふうなベースになるということでございますので、

非常に大きな負担になるものではないと思ってございます。 

○新美部会長  よろしいでしょうか。 

○藤井委員  はい、ありがとうございました。 

○新美部会長  ほかにご質問、ご意見ございましたら、お願いいたします。特に

ございませんでしょうか。 

 それでは、本件につきましては、当審議会の議事規則第４条第１項の規定に従

いまして、諮問された内容を、本日の部会長会見で報道発表するほか、インター
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ネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。 

 意見募集は、従来どおり２回実施することとし、１回目の意見募集期間は来年

の１月２６日までといたします。その後、再意見募集を行ってから、接続委員会

におきまして調査・検討いただいた上で、最終的に当部会として答申をまとめる

こととしてはいかがでしょうかというふうに思っております。そのような扱いで

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○新美部会長  それでは、その旨決定することといたします。 

○新美部会長  本日予定いたしました審議事項は以上でございます。ほかに委員

の皆様から、何かございますでしょうか。 

それでは、事務局から何かございますか。 

○東情報流通行政局総務課課長補佐  事務局から、次回の日程についてご連絡さ

せていただきます。次回は、来年の２月９日金曜日の開催を予定してございます。

詳細につきましては、また別途ご連絡を差し上げますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○新美部会長  それでは、これをもちまして閉会といたします。どうもありがと

うございました。 

閉  会 

 

 


